
公益財団法人山形県暴力追放運動推進センター賛助会員規程第 ２ 号

 公益財団法人山形県暴力追放運動推進センターの「賛助会員規程」を次の通り定める。 

 平成２３年 ４月 １日

   公益財団法人山形県暴力追放運動推進センター

    理事長        遠  藤  凉  一

          

公益財団法人山形県暴力追放運動推進センター「賛助会員規程」

（目的）

第１条 この規程は、公益財団法人山形県暴力追放運動推進センター（以下「本センター」

という。）定款第３６条の規定に基づき、本センターの賛助会員の入会及び退会並びに会費

の納入その他運営に関し必要な事項を定める。

（賛助会員及び種類）

第２条 本センターの賛助会員は、個人又は団体の２種とする。

２ 本センターの目的に賛同し後援する個人又は団体は、賛助会員となることができる。

（入会及び理事会への報告）

第３条 本センターの賛助会員になろうとする者は、入会申込書（様式第１号）を理事長に

提出し、理事長の承認を得なければならない。

２ 理事長が承認した賛助会員については、通常理事会において報告し、承認を得るものと

する。

３ 賛助会員になろうとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、

その他反社会的勢力（以下「暴力団等反社会的勢力」という。）に属していると認められ

るとき、及び密接な関係が認められるとき（団体会員については、役員内に暴力団等反社

会的勢力に属する者がいるときを含む。）には、入会の申し込みを受け付けないものとす

る。 

（届出事項の変更）

第４条 賛助会員は、団体にあっては名称又は所在地若しくは代表者の氏名、個人にあって

は住所又は氏名にそれぞれ変更が生じたときは、速やかに変更届（様式第２号）により理

事長に届け出るものとする。

（賛助会費）

第５条 賛助会員は、年会費として賛助会費を納入しなければならない。

２ 賛助会費の額は、次のとおりとする。

（１） 団体  一口 １０，０００円

（２） 個人  一口  ５，０００円

３ 賛助会費は、毎年、口数に応じ４月１日から翌年３月３１日までの間に、一括して本セ

ンターへ納入するものとする。



（賛助会員の特典）

第６条 賛助会員は、次の特典を享受することができる。

（１） 入会時に、本センターが発行する賛助会員の章（様式第３号）の交付を受ける  

   こと。

（２） 本センターが発行する機関誌などの無料配布を受けることができる。

（３） 本センターが主催又は共催する研修会及びセミナー等に無料で参加すること。

（４） 本センター等の出版物を割引料金又は無料で提供を受けること。

（５） 必要に応じて情報の提供を受けること。

（賛助会費等の不返還）

第７条 賛助会員が既に納入した賛助会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。

（賛助会費の使途）

第８条 第５条の賛助会費は、毎事業年度における合計額の５０％を当該年度の公益目的事

業に使用し、残額についてはこの法人の運営に使用することができる。

（除名）

第９条 賛助会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の決議により除名することがで 

きる。

（１） 違法行為又は著しく道義に背く行為をするなど、本センターの名誉を著しく毀損し、 

又は信用を失わせるような行為があったとき。

（２） 本センターの目的に反する行為があったとき。

（３） 暴力団等反社会的勢力に所属していると認められるとき、及び密接な関係が認めら 

れるとき（団体会員については、役員内に暴力団等反社会的勢力に属する者がいると 

きを含む。）。

２ 前項の規定により賛助会員を除名しようとするときは、除名の決議を行う理事会におい 

て、当該賛助会員に弁明の機会を与えなければならない。

３ 除名の処分を受けた者は、賛助会員の証等、会員であることを示す一切のものを返還す 

るものとする。 

（退会）

第１０条 賛助会員は、いつでも任意に退会することが出来る。

２ 退会するときは、あらかじめ理事長に退会届（様式第４号）を提出しなければならない。

３ 賛助会員が賛助金を２年以上納入しないとき又は賛助会員が死亡（解散）したときは、 

退会したものとみなす。

４ 退会したときは、賛助会員の証等、会員であることを示す一切のものを返還するものと 

する。

（改廃）

第１１条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 



（補則）

第１２条 この規程のほか、賛助会員の運営に関し必要な事項は、理事長が別に定めること

が出来る。

附則

この規程は、本センターの公益財団法人の設立の登記の日から施行する。



様式第１号 

入  会  申  込  書 

 

                                                      年  月  日 

 

公益財団法人山形県暴力追放運動推進センター理事長 殿 

 

                            申込人住所 

 

                            氏   名                              印 

 

  貴センターの設立趣旨に賛同し、賛助会員として下記のとおり入会を申し込みます。 

個 

 

 

人 

し         めい 

氏  名 

生年月日 

 
 
 
  

年  月  日 

住  所 〒 

                                              電話 

職業（勤 

務先）                                               電話 

 

 

団 

 

 

 

 

 

 

 

 

体 

名  称  

所在地 〒 

代表者  

連絡先 

 

役職氏名 

・責任者 

役 

職 

 電話 

氏 

名 

 ＦＡＸ 

営業内容 

 

設立年月 

日・従業 

員数 

    年   月   日 設立                               人 

賛 助 金                      口 

                          （            千円） 

                          （            万円） 

 

公益財団法人 山形県暴力追放運動推進センター 

山形市鉄砲町２丁目１９番６８号 

電 話  ０２３－６３３－８９３０ 

 



山形市緑町一丁目９番３０号 

 

様式第２号 

会 員 変 更 届 け 
 
 年  月 日

公益財団法人山形県暴力追放運動推進センター理事長 殿 

申込人住所 

氏 名 印 

 
貴センター賛助会員入会申し込み内容に変更がありましたのでお届けします。 
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し めい 
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生年月日 
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役職氏名 
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役

職 
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氏

名 

 ＦＡＸ 

 

営業内容 

 

設立年月

日・従業

員数 

  

年 

 

月 

  

日 設立 

   

人 

 

賛 

 

助 

 

金 

   

口 
 

 
（ 

（ 

   
 

千円） 

万円） 

 

公益財団法人山形県暴力追放運動推進センター

山形市鉄砲町２丁目１９番６８号 

電 話 ９２３－６３３－８９３０ 



様式第３号



 
 

様式第４号 

 

 

退 会 届 

 
 年 月 日 

 

 
公益財団法人山形県暴力追放運動推進センター理事長 殿 

 
 

住 所 

 
氏名（団体・法人） 印 

 

 

 

貴センターの賛助会を退会致します。 


